
火力発電所リプレースに係る環境影響評価手続合理化について 

 

１．背景・経緯 

○現在、火力発電所の環境影響評価手続においては、既設発電設備の老朽化に伴い火力発

電所をリプレースする場合においても、新たに火力発電所を設置する場合とほぼ同様の

手続が必要となっている。 

○しかしながら、火力発電所は、そもそも埋立地などの工業専用地域に立地しているとい

う特徴があり、そのリプレースについては、土地改変等による環境影響が限定的で、か

つ、温室効果ガスや大気汚染物質による環境負荷の低減が図られる案件も多い。温室効

果ガス削減に対する喫緊の要請を踏まえると、そのような案件については早く運用に供

されることが望ましいと言える。 

○これを受けて、環境影響評価制度の見直しについての中央環境審議会での答申（平成 22

年 2月 22日）において「方法書における評価項目の絞り込みを通じた環境影響評価に要

する期間の短縮等、弾力的な運用で対応することが必要である」とされた。 

○また、平成 22年 9月 30日の閣議決定「『新成長戦略実現に向けた３段構えの経済対策』

について」において「火力発電所のリプレースは温室効果ガスの削減にも資することか

ら、これらの事業のうち環境負荷が現状よりも改善するケースについて、環境影響評価

に要する時日の短縮が可能となるような手続の合理化を行うための方策の検討に平成 22

年度中に着手し、平成 23年度中に措置を講じる」とされた。 

○これらを受けて、火力発電所リプレースに係る環境影響評価手続合理化に関する技術的

事項の検討のため「火力発電所リプレースに係る環境影響評価の技術的事項に関する検

討会」（座長：植田洋匡 日環センター技術顧問）を平成 23 年 1 月から開催し、3 月に

その技術的提案についての報告書がとりまとめられたところ。 

 

２．検討対象 

本検討会の検討対象としては、閣議決定及び中央環境審議会答申を踏まえ、火力発電所

のリプレースのうち、燃料種の転換や発電方式の変更により、温室効果ガス、大気汚染

物質、水質汚濁物質、温排水等による環境負荷の低減が図られるものであって、かつ事

業地の条件や事業の手法によって土地改変等による環境影響が限定的となりうるものと

した。 

 

３．検討結果の概要 

○大気質、温排水等については、発電方式の変更、燃料転換等により、リプレース前後で

環境負荷が低減する等一定の条件に合致する場合に、モデルの活用や既存データの活用

により、現地調査や予測手法の簡略化を可能とすることを提案。 

○動植物については、予備調査で重要種が確認されなかった場合や、緑地を改変しない場

合等、地域特性や事業特性が一定の条件に合致する場合に、予測・評価の対象からの項

目の削除を可能とすることを提案。 

資料４ 



 

○これにより、上記のような一定の条件に合致する火力発電所のリプレースについては、

１年程度の期間短縮効果が期待されるとともに、新型火力発電所の稼働が早まることに

伴い、二酸化炭素の排出削減につながる。 

 

４．今後の予定 

早期に経済産業省と調整した上で、火力発電所リプレースに係る環境影響評価手続き合

理化ガイドラインとしてとりまとめ、自治体等の関係者に向けて広く周知していく予定。 

 



 

中央環境審議会「今後の環境影響評価制度の在り方について（答申）」 

（平成 22 年 2月 22 日）抜粋 

 

３．スコーピング手続について 

（２）評価項目等の選定における弾力的な運用 

 

 （中略） 

 発電所のリプレース事業のように、土地改変等による環境影響が限定的で、温室効果ガス

や大気汚染物質による環境負荷の低減が図られる案件については、早く運用に供されること

が望ましいことから、ベスト追求型の観点も踏まえ、方法書における評価項目の絞り込みを

通じた環境影響評価に要する期間の短縮等、弾力的な運用で対応することが必要である。 

 

 

 

 

「新成長戦略実現に向けた３段構えの経済対策」について 

（平成 22 年 9月 10 日閣議決定） 抜粋 

 

５．日本を元気にする規制改革１００ 

 

（中略） 

別表２ ５分野を中心とした需要・雇用創出効果の高い規制・制度改革事項 

番号 事項名 規制改革の概要 実施時期 所管 

省庁 

＜環境・エネルギー＞ 

12 発電所のリプレースの際の

環境影響評価の迅速化 

火力発電所のリプレースは温室効果ガスの削減にも

資することから、これらの事業のうち環境負荷が現

状よりも改善するケースについて、環境影響評価に

要する時日の短縮が可能となるような手続の合理化

を行うための方策の検討に平成 22年度中に着手し、

平成 23年度中に措置を講ずる。 

平成 22年度検討

開始、平成 23年

度結論・措置 

環境省 
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【その他の影響要因に係る項目】 

＜動植物（陸域）に係る手法合理化のフロー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域特性 

に基づく判定 

 

影響の対象 

に基づく判定 

 

事業特性 

に基づく判定 

 

【対象事業実施区域】が人為的改変を受けていな

い自然環境又は野生動植物の重要な生息若しく

は生育の場である自然環境に隣接していない 

準備書 

 
現況調査 

《第３章 地域の概況》 

動物相・植物相の状況を記載 

重要種の生息・生育状況を記載 

生息・生育していない 

保全措置 

改変する区域に 

重要種が生息・生育している 

重要種の調査結果を記載 

生息・生育している 

予測及び評価 

影響がないか又は極めて小さい 

動物相、植物相調査 

重要種の生息・生育状況調査 

《第４章 調査・予測及び評価の手法》 

重要種の予測・評価手法を記載 

【対象事業実施区域】で 

重要種の生息・生育状況に関する調査データが

ある 
データがある 

《第３章 地域の概況》 

動物相・植物相の状況を記載 

重要種の生息・生育の有無を記載 

《第４章 環境影響評価項目の選定》 

選定しない理由を記載 

保全措置 

《第２章 対象事業の内容》 

対象事業実施区域を記載 

改変しない区域や緑化の計画等を記載 

《第２章 対象事業の内容》 

対象事業実施区域を記載 

【対象事業実施区域】で 

緑地を改変せず、また、それ以外の区域で重要

種が生息・生育するのに適した環境条件を有する

区域の総面積を減らさない 

 

重要種の生息地・生育地を改変しない 
改変しない 

データがない 

改変せず、かつ、 

減らさない 

改変する又は減らす 

影響の対象が相当期間存在しない 

改変する 

影響がないか又は極めて小さい 

【対象事業実施区域及びその周囲】で 

動植物の重要種が確認されていない 

【対象事業実施区域】で 

動植物の重要種が確認されていない 

隣接している 

隣接していない 

重要種が確認さ

れている 
重要種が確認され

ていない 

《第４章 調査・予測及び評価の手法》 

動植物の調査手法を記載 

重要種の予測・評価手法を記載 

方法書 

重要種が確認

されている 
重要種が確認されて

いない 

《第３章 地域の概況》 

動物相・植物相の状況を記載 

《第２章 対象事業の内容》 

対象事業実施区域を記載 

現行のフロー 

見直しフロー 



火力発電所アセスメント全体工程（一般工程）

所要月数

●方法書の手続き 方法書の手続き（6ヶ月）

方法書の作成

事前協議

印刷、縦覧準備

方法書の届出

方法書の公告縦覧 1ヶ月間

住民意見受付 1ヶ月＋2週間

住民意見概要書の作成 事業者見解を検討

方法書の審査（自治体） 住民意見概要書提出後90日以内

自治体審査会、現地視察等

方法書に対する知事意見

方法書の審査（経産省） 方法書届出後180日以内

顧問会現地調査（1回）

顧問会火力部会（1回）

方法書に対する大臣勧告

●現況調査の実施 現況調査の実施（12ヶ月+準備2ヶ月）
（代表的な評価項目の例）

調査に係る許可手続き等の準備

　　気象調査（地上気象） 通　　年　　調　　査

　　　　　　　　（高層気象） 冬 春 夏 秋

　　海域調査（水温） 通　　年　　調　　査

 　　　　　　　 （流況、水質、海生生物） 冬 春 夏 秋

　　陸生生物（哺乳類） 冬 春 夏 秋

　　　　　　　　（鳥類） 冬 春 初夏 夏 秋

　　　　　　　　（両生類、爬虫類） 早春 春 夏 秋

　　　　　　　　（昆虫類） 早春 春 初夏 夏 秋

　　　　　　　　（植物） 春 夏 秋

●予測評価、準備書の作成 準備書の作成（約8ヶ月）

予測の実施 予備検討

準備書（案）の作成

プレヒア 約2ヶ月

印刷、縦覧準備

●準備書の手続き 準備書の手続き（9ヶ月）
準備書の届出

住民説明会準備

住民説明会の開催

準備書の縦覧 1ヶ月間

住民意見の受付 1ヶ月＋2週間

住民意見概要書の作成 事業者見解を検討

準備書の審査（自治体） 住民意見概要書提出後120日以内

自治体審査会、現地視察等

準備書に対する知事意見

準備書の審査（経産省） 準備書届出後270日以内

顧問会現地調査（1回）

顧問会（分科会を含め5回)

準備書に対する大臣勧告

●評価書の手続き 評価書の手続き（2.5ヶ月）

評価書（案）の作成、事前協議

評価書の届出

評価書の審査 届出から30日以内

印刷、縦覧準備

評価書の確定通知

評価書の公告縦覧 縦覧期間1ヶ月
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標準的な工程では、方法書の届出から評価書の確定通知までの所要期間は約 40ヶ月を要する。

○主要な項目で１年間にわたる現地実測調査が必要。
○通年調査の項目では、年間の調査結果を集計、解析する期間が必要。

太枠の期間は法令等によって期間が定められている工
程であり、大幅な期間の短縮は困難である。

○現況調査結果の集計、解析が終わるまで予測に着手できない。

参　考



火力発電所アセスメント全体工程（合理化工程）

所要月数

●方法書の手続き 方法書の手続き（6ヶ月）

方法書の作成

事前協議

印刷、縦覧準備

方法書の届出

方法書の公告縦覧 1ヶ月間

住民意見受付 1ヶ月＋2週間

住民意見概要書の作成 事業者見解を検討

方法書の審査（自治体） 住民意見概要書提出後90日以内

自治体審査会、現地視察等

方法書に対する知事意見

方法書の審査（経産省） 方法書届出後180日以内

顧問会現地調査（1回）

顧問会火力部会（1回）

方法書に対する大臣勧告

●現況調査の実施

（代表的な評価項目の例）

調査に係る許可手続き等の準備

　　気象調査（地上気象） 通　　年　　調　　査

　　　　　　　　（高層気象） 冬 春 夏 秋

　　海域調査（水温） 通　　年　　調　　査

 　　　　　　　 （流況、水質、海生生物） 冬 春 夏 秋

　　陸生生物（哺乳類） 冬 春 夏 秋

　　　　　　　　（鳥類） 冬 春 初夏 夏 秋

　　　　　　　　（両生類、爬虫類） 早春 春 夏 秋

　　　　　　　　（昆虫類） 早春 春 初夏 夏 秋

　　　　　　　　（植物） 春 夏 秋

●予測評価、準備書の作成 準備書の作成

予測の実施 予備検討

準備書（案）の作成

プレヒア 約2ヶ月

印刷、縦覧準備

●準備書の手続き 準備書の手続き（9ヶ月）
準備書の届出

住民説明会準備

住民説明会の開催

準備書の縦覧 1ヶ月間

住民意見の受付 1ヶ月＋2週間

住民意見概要書の作成 事業者見解を検討

準備書の審査（自治体） 住民意見概要書提出後120日以内

自治体審査会、現地視察等

準備書に対する知事意見

準備書の審査（経産省） 準備書届出後270日以内

顧問会現地調査（1回）

顧問会（分科会を含め5回)

準備書に対する大臣勧告

●評価書の手続き 評価書の手続き（2.5ヶ月）

評価書（案）の作成、事前協議

評価書の届出

評価書の審査 届出から30日以内

印刷、縦覧準備

評価書の確定通知

評価書の公告縦覧 縦覧期間1ヶ月
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以下の全ての条件に適合している場合、
主要項目の調査及び予測手法の合理化により全体工程が約1年間短縮可能となる。

以下のいずれかの条件に適合している場合、現地調査の省略が可能。

○既に把握されている情報に基づいて、地域特性、事業特性及び影響の対象
についての判定の結果、影響の対象が相当期間存在しない場合、あるいは影
響がないか又は極めて小さい場合に相当し、項目として選定しない場合。
○対象事業実施区域における重要種の生育・生息状況に関する調査データが
ある場合。

○施設の稼働（排ガス）や施設の稼働（温排水）の調査・予測手法の合理化に
より、現地調査結果のデータ集計を待たずに、予測及び評価に係る検討が可
能。

以下の全ての条件に適合している場合、１年間の調査を必要とする流況、水温
等の現地調査の省略が可能。

○温排水の熱量が従来と同等、あるいは減少すること。
○既存の取放水口の位置、形状及び放水方式を変更しないこと。

以下の全ての条件に適合している場合、１年間の調査を必要とする気象の現地調査の省略が可能。

○大気汚染物質の排出濃度、排出量が従来と同等、あるいは減少すること。
○設定した気象条件に基づいて計算した1時間値の着地濃度が、リプレース前と同等、あるいは減少するこ
と。
○リプレース後の煙突の高さが、建物ダウンウォッシュが発生するおそれがない高さであること。




